
 平成27年４月１日における号給の調整に関する規則をここに公布する。 

 

  平成27年３月26日 

北上地区消防組合 

管理者 北上市長  

 

北上地区消防組合規則第１号 

 

   平成27年４月１日における号給の調整に関する規則 

 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、北上地区消防組合一般職の職員の給与に関する条例（昭和49年

北上地区消防組合条例第７号。以下「給与条例」という。）附則第10項から第12項ま

での規定により、平成27年４月１日（以下「調整日」という。）における号給の調整

に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。 

 (1) 平成19年昇給等抑制職員 次に掲げる職員をいう。 

  ア 平成19年４月１日において北上地区消防組合職員の初任給、昇格、昇給等の

基準に関する規則の一部を改正する規則（平成22年北上地区消防組合規則第３

号。以下「平成22年改正規則」という。）による改正前の北上地区消防組合職員

の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則（平成18年

北上地区消防組合規則第４号。以下「平成18年改正規則」という。）附則第５項

の規定により読み替えられた平成22年改正規則による改正前の北上地区消防組

合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則（昭和49年北上地区消防組

合規則第４号。以下「初任給等規則」という。）第34条第１項若しくは平成18年

改正規則附則第７項の規定により号給を決定された職員又はこれらの規定によ

り昇給（給与条例第５条第５項の規定による昇給をいう。以下同じ。）しないこ

ととなった職員であって、同日に受けていた号給と、平成22年改正規則による

改正前の平成18年改正規則附則第６項の規定の適用がないものとした場合又は

平成18年改正規則附則第７項中「に相当する数から１を減じて得た数（切替日」

を「（切替日」と、「当該減じて得た数」を「当該号給数」と読み替えて同項を

適用した場合の同日に受けることとなる号給とが異なるもの 

  イ 平成19年４月１日から調整日の前日までの間に新たに職員となった者であっ

て、附則第２項の規定による改正前の平成18年改正規則附則第５項（平成22年

管理者署名 



改正規則による改正前の平成18年改正規則附則第５項を含む。以下「平成27年

改正前の平成18年改正規則附則第５項」という。 ）の規定により号給を決定さ

れたもののうち、平成27年改正前の平成18年改正規則附則第５項に規定する採

用日（以下「採用日」という。 ）から平成27年改正前の平成18年改正規則附則

第５項に規定する調整年数（以下「調整年数」という。 ）を遡った日が平成19

年４月１日（平成21年４月１日以後に新たに職員となった者にあっては、平成

19年２月１日）前となる職員 

(2) 平成20年昇給抑制職員 次に掲げる職員をいう。 

  ア 平成20年４月１日において初任給等第34条第の規定により号給を決定された

職員又は同項の規定により昇給しないこととなった職員であって、同日に受け

ていた号給と平成18年改正規則附則第６項の規定の適用がないものとした場合

の同日に受けることとなる号給とが異なるもの 

  イ 平成20年４月１日から調整日の前日までの間に新たに職員となった者であっ

て、平成27年改正前の平成18年改正規則附則第５項の規定により号給を決定さ

れたもののうち、採用日から調整年数を遡った日が平成20年４月１日（平成21

年４月１日以後に新たに職員となった者にあっては、平成20年２月１日）前と

なる職員 

 (3) 平成21年昇給抑制職員 次に掲げる職員をいう。 

  ア 平成21年４月１日において初任給等第34条第５項の規定により号給を決定さ

れた職員又は同項の規定により昇給しないこととなった職員であって、同日に

受けていた号給と平成18年改正規則附則第６項の規定の適用がないものとした

場合の同日に受けることとなる号給とが異なるもの 

  イ 平成21年４月１日から調整日の前日までの間に新たに職員となった者であっ

て、平成27年改正前の平成18年改正規則附則第５項の規定により号給を決定さ

れたもののうち、採用日から調整年数を遡った日が平成21年４月１日（同日以

後に新たに職員となった者にあっては、同年２月１日）前となる職員 

（号給の調整を行う職員） 

第３条 給与条例附則第10項に規定する規則で定める職員であってこれらの規定の適

用がないものとした場合に調整日に受けることとなる号給の３号給上位の号給と

するものは、平成19年昇給等抑制職員、平成20年昇給等抑制職員及び平成21年昇給

等抑制職員のいずれにも該当する職員（次項第２号及び第３項第２号に該当する職

員を除く。）とする。 

２ 給与条例附則第10項に規定する規則で定める職員であってこれらの規定の適用が

ないものとした場合に調整日に受けることとなる号給の２号給上位の号給とする

ものは、次に掲げる職員とする。 

(1) 次のアからウまでのいずれか一にのみ該当する職員（次項第２号に該当する職



員を除く。） 

ア 平成19年昇給等抑制職員及び平成20年昇給等抑制職員に該当する職員 

イ 平成19年昇給等抑制職員及び平成21年昇給等抑制職員に該当する職員 

ウ 平成20年昇給等抑制職員及び平成21年昇給等抑制職員に該当する職員 

(2) 調整日においてその者の属する職務の級における最高の号給の２号給下位の号

給を受ける職員のうち、平成19年昇給等抑制職員、平成20年昇給等抑制職員及び

平成21年昇給等抑制職員のいずれにも該当する職員 

３ 給与条例附則第10項に規定する規則で定める職員であってこれらの規定の適用が

ないものとした場合に調整日に受けることとなる号給の１号給上位の号給とする

ものは、次に掲げる職員とする。 

(1) 平成19年昇給等抑制職員、平成20年昇給等抑制職員又は平成21年昇給等抑制職

員のいずれか一にのみ該当する職員 

(2) 調整日においてその者の属する職務の級における最高の号給の１号給下位の号

給を受ける職員のうち、平成19年昇給等抑制職員、平成20年昇給等抑制職員又は

平成21年昇給等抑制職員のうち２以上に該当する職員 

第４条 給与条例附則第11項に規定する規則で定める職員であってこれらの規定の適

用がないものとした場合に調整日に受けることとなる号給の２号給上位の号給と

するものは、平成19年昇給等抑制職員、平成20年昇給等抑制職員又は平成21年昇給

等抑制職員のうち２以上に該当する職員（次項第２号に該当する職員を除く。）とす

る。 

２ 給与条例附則第11項に規定する規則で定める職員であってこれらの規定の適用が

ないものとした場合に調整日に受けることとなる号給の１号給上位の号給とする

ものは、次に掲げる職員とする。 

(1) 平成19年昇給等抑制職員、平成20年昇給等抑制職員又は平成21年昇給等抑制職

員のいずれか一にのみ該当する職員 

(2) 調整日においてその者の属する職務の級における最高の号給の１号給下位の号

給を受ける職員のうち、平成19年昇給等抑制職員、平成20年昇給等抑制職員又は

平成21年昇給等抑制職員のうち２以上に該当する職員 

第５条 給与条例附則第12項に規定する規則で定める職員であってこれらの規定の適

用がないものとした場合に調整日に受けることとなる号給の１号給上位の号給と

するものは、平成19年昇給等抑制職員、平成20年昇給等抑制職員又は平成21年昇給

等抑制職員のいずれかに該当する職員とする。 

（この規則により難い場合の措置） 

第６条 特別の事情によりこの規則の規定によることが著しく不適当であると認めら

れる場合には、あらかじめ管理者の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。 

附 則 



１ この規則は、平成27年４月１日から施行する。 

２ 平成18年改正規則の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

附 則 附 則 

１～４ ［略］ 

（初任給に関する経過措置） 

５ 平成19年４月１日以後に新たに職員

となり、その者の号給の決定について

改正後の規則第14条から第16条までの

規定の適用を受けることとなる者のう

ち、新たに職員となつた日（以下この

項において「採用日」という。）、から、

これらの規定による号給（以下この項

において「特定号給」という。）の号数

から改正後の規則第12条第１項の規定

による号給（改正後の規則第14条第1項

の規定により初任給基準表の初任給欄

の号給とすることができることとされ

ている号給を除く。）の号数を減じた数

を４(新たに職員となつた者が特定職

員（行政職給料表の適用を受ける職員

でその職務の級が７級であるものをい

う。以下同じ。）であるときは、３)で

除して得た数の年数(１未満の端数が

あるときは、これを切り捨てた数。以

下この項において「調整年数」という。)

をさかのぼつた日が平成21年４月１日

前となるものの採用日における号給

は、改正後の規則第14条から第16条ま

での規定にかかわらず、採用日から調

整年数をさかのぼつた日(平成21年４

月１日以後に新たに職員となつた者で

採用日から調整年数をさかのぼつた日

が２月１日から３月31日まで（特定職

員にあつては、１月１日から３月31日

まで）の間である場合にあつては、同

１～４ ［略］ 

（初任給に関する経過措置） 

５ 平成27年４月１日（以下この項にお

いて「調整日」という。）以後に新たに

職員となり、その者の号給の決定につ

いて北上地区消防組合職員の初任給、

昇格、昇給等の基準に関する規則第14

条から第16条までの規定の適用を受け

ることとなる者（調整日において39歳

に満たない職員を除く。）のうち、新た

に職員となつた日（以下この項におい

て「採用日」という。）、から、これら

の規定による号給（以下この項におい

て「特定号給」という。）の号数から同

規則第12条第１項の規定による号給

（同規則第14条第１項の規定により初

任給基準表の初任給欄の号給とするこ

とができることとされている号給を除

く。）の号数を減じた数を４(新たに職

員となつた者が特定職員（行政職給料

表の適用を受ける職員でその職務の級

が７級であるものをいう。以下同じ。）

であるときは、３)で除して得た数の年

数（１未満の端数があるときは、これ

を切り捨てた数。以下この項において

「調整年数」という。)を遡つた日が平

成21年４月１日前となるものの採用日

における号給は、同規則第14条から第

16条までの規定にかかわらず、採用日

から調整年数を遡つた日(当該遡つた

日が２月１日から３月31日まで（特定

職員にあつては、１月１日から３月31



年４月１日)の翌日から採用日までの

間における改正後の規則第32条に規定

する昇給日(平成19年４月１日から平

成21年４月１日までの間におけるもの

に限る。)の数に相当する号数を特定号

給の号数から減じて得た号数の号給と

する。 

 

日まで）の間である場合にあつては、

当該遡つた日の属する年の４月１日)

の翌日から採用日までの間における同

規則第32条に規定する昇給日(次の各

号に掲げる職員の区分に応じ、当該各

号に定める期間又は日におけるものに

限る。)の数に相当する号数を特定号給

の号数から減じて得た号数の号給とす

る。 

(1) 次号及び第３号に掲げる職員以外

の職員 平成19年４月１日から平成

21年４月１日まで 

(2) 調整日において46歳に満たない職

員（次号に掲げる職員を除く。） 平

成19年４月１日から平成20年４月１

日まで 

(3) 調整日において41歳に満たない職

員 平成19年４月１日 

６～13 ［略］ ６～13 ［略］ 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

 


